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K A G O S H I M A - I C H I K I K U S H I K I N O - C I T Y

今月号の主な内容
■ いちき串木野市人事行政の運営等の状況について
■ 特認校制度をご存知ですか？
■ 地域が育む「かごしまの教育」県民週間
■ 世論箱への投書
■ 老人保健制度で医療を受けている方へ
■ データで見る「いちき串木野市の男女共同参画」
■ まちの話題
■ おしらせ版
■ 図書館だより
■ 市民カレンダー
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いちき串木野市職員の人事行政の運営等の状況について公表いたします

総務課（�33－5625）１．職員の任免及び職員数に関する状況
　�　職員数の状況

主な増減理由増　　減H19.4.1現在職員数H18.4.1現在職員数区　　分
　055議 会

一 般 行 政 部 門

事務の統廃合△ 36972総 務
〃△ 12425税 務
　04040民 生

業務増13635衛 生
　000労 働

事務の統廃合△ 42832農 林 水 産
〃△ 178商 工
〃△ 22729土 木
　△ 10236246小 計

事務の統廃合△ 16768教 育
特 別 行 政 部 門 欠員不補充△ 14748消 防 本 部

　△ 2114116小 計
　099水 道

公営企業会計部門
　088下 水 道

事務の統廃合△ 12627そ の 他
　△ 14344小 計

△ 13393406総　合　計

２．職員の給与の状況
　�　人件費の状況（平成18年度一般会計決算）

人件費率（B/A）人件費（B）実質収支歳出額（A）住民基本台帳人口（平成19年3月31日現在）

21.5%3,151,466千円342,060千円14,673,830千円32,340人
　　（注）人件費には、特別職及び議員に支給される給料及び報酬、職員に支給される給料及び手当、地方公務員共済組合負担金、退職手当組合

負担金、恩給及び退職年金等が含まれています。

　�　職員給与費の状況（平成19年度一般会計予算）
一人当たり給与費

（B/A）
給　与　費

職員数（A）
計（B）期末勤勉手当職員手当給　料

6,372千円2,357,671千円633,328千円210,159千円1,514,184千円370
　　（注）職員手当には、児童手当、退職手当組合負担金は含まれません。

　�　職員の平均給料月額・平均年齢の状況（平成19年４月１日現在）
技能・労務職一般行政職

区　　分
平均年齢平均給料月額平均年齢平均給料月額
45.8歳317,600円43.1歳347,000円いちき串木野市職員

　�　職員の初任給の状況（平成19年４月１日現在）
鹿児島県職員いちき串木野市職員

区　　分
採用２年経過日給料額初任給採用２年経過日給料額初任給
148,000円138,400円146,700円138,400円高校卒

一般行政職
182,200円170,200円182,200円170,200円大学卒

　�　経験年数別・学歴別平均給料月額（平成19年４月１日現在）
経験年数21年～25年経験年数16年～20年経験年数10年～15年区　　分

361,300円313,000円284,700円高校卒
一般行政職

382,500円351,700円289,600円大学卒
　�　一般行政職の級別職員数の状況（平成19年４月１日現在）

構成比（％）職員数（人）標準的な職務区　分
1.74課 長７　級
13.732課 長 ・ 参 事６　級
34.480課長補佐・主幹５　級
19.345係 長 ・ 主 査４　級
21.550主 事３　級
6.014主 事２　級
3.48主事・主事補１　級
100.0233合　　計
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　�　職員手当の状況
【期末手当・勤勉手当　計（平成18年度支給割合）】

国県の制度との異同
いちき串木野市

区　　分
計勤勉手当期末手当

同
2.1250.7251.4６月期
2.3250.7251.612月期
4.451.453.0計

同有（参考）職制上の段階・職務の級等による加算措置
【退職手当】

国県の制度との異同いちき串木野市
区　　分

勧奨・定年自己都合勧奨・定年自己都合
同同41.34033.500勤続25年
同同59.28047.500勤続35年
同同59.28059.280最高限度

同
定年前早期退職特別措置
（平成19年度　10％～64％）その他の加算措置

なし退職時特別昇給
【特殊勤務手当（一般会計）H18年度決算】

17.0%職員全体に占める手当支給職員の割合
2,915円支給職員１人当たり平均支給月額
13手当の種類（手当数）

福祉手当、税務手当、特殊勤務作業従事手当主な手当の名称
【時間外勤務手当（一般会計）H18年度決算】

35,457千円支給総額
7,517円支給職員１人当たり平均支給月額

【扶養手当・住居手当・通勤手当（平成19年４月１日現在）】
県の制度との異同支給月額区　　　分

　
同

13,000円配偶者

　
扶 養 手 当

6,000円配偶者以外の扶養親族のうち２人まで

6,500円扶養親族でない配偶者を有する職員の扶養親族の
うち１人

11,000円配偶者のいない職員の扶養親族のうち１人
5,000円その他の扶養親族１人につき

5,000円扶養親族のうち16歳に達する年度の初めから22歳
に達する年度末までの子１人につき

同家賃の額に応じて
27,000円を限度に支給借家（家賃月額12,000円を超える場合に限る。）

住 宅 手 当
同2,500円持家

異片道の距離に対応して支給
（3,500円～13,700円）－通 勤 手 当

　�　特別職の報酬等の状況（平成19年４月１日現在）

期末手当
給料・報酬（月額）

区　　　分
支給額本　則

６月期　　1.6月分

12月期　　1.7月分

  計　3.3月分

589,400円842,000円市　長
給　料 585,200円665,000円副市長

571,950円615,000円教育長
380,000円380,000円議　長

報　酬
298,300円298,300円副議長
285,000円285,000円常任委員会・議会運営委員会の委員長
275,500円275,500円議　員

　　（注）市長30％、副市長12％、教育長７％の減額を実施しています。
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３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　�　勤務時間 
　　・開始時間　８：30　・終了時間　17：15　・休憩時間　12：15～13：00　　
　　・１週間の正規の勤務時間　40時間
　�　職員の休暇の取得の状況（平成18年度）一般行政職員

消化率平均取得日数全体職員数総取得日数付与日数
27.8％11日238人2,639日9,479日

　� 主な特別休暇等
必要と認められる期間１骨髄移植のための休暇

５日以内２ボランティア休暇
５日以内３結婚

１日２回、１回30分４保育休暇
５日以内５妻の出産
５日以内６子の看護のための休暇
１日以内７父母の祭日（法要）
３日以内８夏季休暇

４．職員の分限及び懲戒処分の状況
　　分限処分は、公務能率の維持を目的として、本人の意に反してその身分に不利益な変動をもたらす処分です。
分限処分には、免職、降任、休職、降給の４種類があります。

　　懲戒処分は、公務員としてふさわしくない非行があった場合に公務員関係の秩序を維持するために、職員の道
義的責任を追及して行う処分です。懲戒処分には、免職、停職、減給、戒告の４種類があります。

　　・平成18年度処分数　休職３件

５．職員の服務の状況
　　職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、全力で職務遂行しなければいけません。職務の遂行
にあたって職員が守るべき義務は、次のとおりです。

違反件数内               容区     分

０件職員は法令等の定める規程に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わ
なければなりません。職務命令等に従う義務

０件職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしてはいけ
ません。信用失墜行為の禁止

０件職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。守秘義務

０件
職員は勤務時間中全力で職務遂行しなければいけません。ただし、研修を
受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合などの場合に限り、
職務専念義務が免除されます。

職務専念義務

０件職員は政党その他の政治的団体の結成に関与する等の政治的行為が禁止
されるなどの制限があります。政治的行為の制限

０件職員は争議行為等が禁止されています。争議行為等の禁止

０件
職員は営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合には許可を受け
なければなりません。なお、公務の遂行に悪影響を及ぼさないと判断できるものにつ
いては、任命権者の許可を得ることによって営利企業等に従事することができます。

営利企業等の従事制限

６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況（平成１８年度）
参加人数研　　　修　　　項　　　目参加人数研　　　修　　　項　　　目
2人法制研修入門3人一般職員第１部研修
2人公共マーケティング研修7人一般職員第２部研修
1人政策ディベート研修10人一般職員第３部研修
3人行政評価研修3人管理監督者第１部研修
1人話力講座3人管理監督者第２部研修
2人論理的話し方向上研修1人技能労務職員研修
1人コーティング研修1人わかりやすい行政法研修

　1人人事考課・勤務評定者研修
７．職員の福祉及び利益の保護の状況
　平成18年度における福利厚生制度に関する状況

受診者数区　　分
247人血液検査
120人歯科検診
173人便潜血検査
178人レントゲン検査
 16人ＶＤＴ検査
193人人間ドック

８．公平委員会に係る業務の状況
件数内　　容
０件勤務条件に関する措置の要求
０件不利益処分に関する不服申し立て

【問合せ】
総務課　人事係（串木野庁舎）（�33－5625）
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◎　小規模校入学特別認可制度（特認校制度）の趣旨と目的
　　山間部や沿岸沿いの恵まれた自然環境の中にある小規模校の特性を生かして、個に応じた体力作りや学ぶ楽

しさ、思いやりの心に満ちた子どもを培いたいと希望する保護者・児童に一定の条件のもと、通学区域を越えて、

入学・転学を認め、地域や学校の活性化を図ろうとするものです。

◎　入学・転学の条件
　�　期間及び対象学年……１年以上の通年通学に限ります。小学１年生～６年生

　�　申込み…………………制度の趣旨に沿ったものであるか、入学が適当であるか判断しますので、特認校を通

じて市教育委員会学校教育課へ申し込んでください。

　�　入学・転学の許可の取り消し

　　　申し込みの事実と異なり、また趣旨・目的に合わない事由が生じ、支障があると認められるときは、入学・

転学を取り消すことがあります。

　�　保護者の協力

　　　児童が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校における安全の確保、ＰＴＡ活動等への協力、そ

の他学校の指導等に対する協力が不可欠です。

○各学校で見学・参観・体験入学ができます。直接、当該学校にお問い合わせください。

�������	
����������	
���
学校教育課（�21－5127）

◎　特認校として指定する学校

校　長　名電　　　話所　　　在　　　地学　校　名

坂口　照明３２－１７２４〒896－0053　いちき串木野市下名14067番地旭 小 学 校

永　　秀幸３２－２０１０〒896－0065　　　　〃　　　荒川2347番地１荒 川 小 学 校

和田　章一３２－２６８８〒896－0051　　　　〃　　　冠嶽12844番地１冠 岳 小 学 校

折田　興一３５－００１６〒896－0064　　　　〃　　　羽島9944番地土 川 小 学 校

日�　昭典３６－２０４４〒899－2102　　　　〃　　　川上1200番地川 上 小 学 校

【旭小学校】 「□あ かるいあいさつ　□さ わやか読書　□ひ かり輝く旭の子」
旭小の学校の自慢は【暗唱・美しい歌声・聴く態度】
１　学力アップ（確かな学力を身に付けた子ども）
　○「わかる授業」で、自ら学ぶ力の育成
　○本好きな子どもの育成（一人年間１００冊読書）
２　思いやりアップ（礼儀正しく、親切で思いやりのある子ども）
　○幼稚園との交流、高齢者とのふれあい活動、青少年赤十字活動への参加
　○「どろめんこ」の開催（田植えから餅つき大会までの米作り体験）
　○校区伝統芸能の継承｢子ども石当節｣｢虚無僧踊り｣(総合的な学習の時間)
３　体力・気力アップ（心身共に健康で、粘り強く、最後まで頑張る子ども）
　○交通安全少年団、交通事故無事故５，０００日記録更新中
　○一校一運動（一輪車 さのさ祭りに出場）
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◎　特認校へ転学できる学校
校　長　名電　　　話所　　　在　　　地学　校　名

小原　一基３２－１７３８〒896－0052　いちき串木野市上名536番地串木野小学校

内倉　昭夫３２－４４４６〒896－0053　　　　〃　　　下名5453番地３照 島 小 学 校

武田　泰丸３６－２００６〒899－2103　　　　〃　　　大里3731番地市 来 小 学 校

※　串木野小・照島小校区の児童は、旭・荒川・冠岳・土川の４校が指定されています。
※　市来小学校区の児童は、川上小学校のみ指定されています。

【川上小学校】 「出会い　ふれ合い　学び合い　地域と子どもとＰＴＡ」
１　子どもの基礎学力の定着を図ります。
　　・朝の１０分間読書　・個別指導の充実　・体験から学び創造へ
２　体験活動を生かして、心豊かな子どもを育てます。
　　・農業体験　・高齢者とのふれあい　・郷土の自然や伝承文化の学び
３　強い体と心を育てます。
　　・ 一輪車・なわとび・川上文化財少年団活動・川上緑の少年団活動
４　特色ある学校教育の推進（三者連携）
　【ＰＴＡ行事】（親子ふれあい活動）　　 【地域人材の活用】
　　・　一番茶摘み・ふれあいスポーツ　　　・　地域の食材での調理実習
　　・　ふれあいキャンプ・学校林手入れ　　・　イルミネーション点灯式
　　・　ニジマス飼育と釣り大会　　　　　　・　農業体験学習への支援ふれあいキャンプ（木工教室）

【荒川小学校】 ��������	���
���	������	������

１　学力向上を目指しています。
　・複式の授業（３～６年）で、自分で学習する力がつきます。
　・基礎学力（読み、書き、算）の定着に力を入れています。
２　思いやりの心の育成に力を入れています。
　・年間を通して、ボランティア活動を行っています。
　　（サリナス市やウガンダの子供たちとの交流、老人福祉施設との交流、
　　花の栽培活動、神社清掃活動　等）
３　荒川の自然や人材を生かした「ふるさと教育」を推進しています。
　・学校・校区・保護者が一体となった活動を行っています。
　　（荒川ふれあいキャンプ、米作り体験、荒川ほたるでナイト、太鼓活動
　  たけのこ掘り、日本一の持久走大会、川・海で遊ぼう、野菜作り　等）太　鼓　活　動

【冠岳小学校】 ��������	
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  ◎　豊かな 感性を持ち、学ぶ楽しさがわかり、心身ともに健康で
 　『夢実現』へ行動する冠岳の子どもを育てます。

☆　路線バスを活用して、登下校ができます。詳しくは学校へ。

�　楽しく学び、学力が向
上します。

・全職員による個別の 補充
指導を実施しています。

・自主学習の力をつけ基
礎・基本の確実な定着を
目指します。

�　豊かな自然に囲まれ、
心が満たされます。

・茶摘み　・稲作　・芋植
え、みそ作り等

・「せせらぎフェスタ」へ 
の参加、学習発表会

・高齢者との交流
・緑の少年団活動

�　心身ともにたくましく
なります。

・一輪車に全員乗れます。
・全員泳げるようになりま
す。

・川遊び、史跡巡り
・困難に耐える強い意志も
育ちます。

【土川小学校】   「海・山・川　おいでよ土川へ」
１　思いやりの心を育てます
　　人情味あふれる地域の方々との交流を通して、思いやりの心が育ちます。また、や
ぎの「ケンケン」の飼育を通して、命の尊さを学びます。

 　・米作り体験（田植え～稲刈り～もちつき） ・わら草履、しめ縄作り
 　・やぎの「ケンケン」の飼育
２　基礎学力を育てます
　　マンツーマンに近い指導と複式の授業で、自分で学習する力が育ちます。
３　強い身体を育てます
　　土川の自然の恵みを体いっぱい吸収して、身体を鍛えます。
 　・カヌー体験　・魚釣り、磯遊び　・一輪車　・ホタル鑑賞会
４　やる気を育てます 
　　一人一人が主役です。個性を伸ばしてやる気が育ちます。
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◎　平成２０年度募集要項

　�　募集期間

　　　平成１９年１１月１日�～１１月３０日�までとします。

　�　申込み

　　　申込用紙を特認校５校、教育委員会学校教育課（市来庁舎３階）、文化振興課に備えてあります。必要事項

をご記入の上、希望する特認校へ直接ご提出ください。

　　　受付時間は、午前８時30分から午後５時までです。ただし、土曜日・日曜日・祝祭日は除きます。

　�　特認校へ入学・転学できる期間

　　　平成20年４月１日～平成21年３月31日までの１年間です。

　　　平成21年４月１日以降も継続して通学を希望する場合は、来年度再度申込みが必要です。

　�　入学・転学の決定

　　　２月上旬のころ、保護者宛へ結果の通知書を送付いたします。

　�　学校指定変更手続き

　　　入学・転学が決定したら、教育委員会学校教育課（市来庁舎３階）で学校の指定変更の手続きをとってくだ

さい。

　�　学校見学等

　　　いつでも特認校の見学・参観・体験入学ができますので、ご希望の方は直接当該学校長へご連絡ください。

　【申込み・問合せ】

　　教育委員会学校教育課（市来庁舎）�21－5127

【幼稚園新入園児の入園手続きについて】

　市内幼稚園の平成20年度新入園児の募集を各幼稚園で受け付けております。入園を希望される方は各幼稚園に

直接お申し込み、お問い合わせください。

　【受付期間】

　　　平成１９年１１月１日�より

　　　（幼稚園によっては土日、祭日は受け付けていない場合があります。）

　　　※市来幼稚園も平成２０年度から３歳児～５歳児の保育時間は９：００～１４：００までとなります。

市立幼稚園（五十音順）

32－8532
36－3188

下 名 1 4 0 6 7 番 地
大里 3 7 3 1 番地乙

旭 幼 稚 園
市 来 幼 稚 園

私立幼稚園（五十音順）

21－2072
32－2461
32－2915

下 名 3 9 7 0 番 地
栄 町 1 8 5 番 地
住 吉 町 9 4 番 地

神村学園附属幼稚園
串 木 野 幼 稚 園
友 愛 幼 稚 園
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●市内各幼稚園・小・中学校の取組計画
行　　事　　内　　容行　　事　　名実施期日学校名・電話番号

親子による本の読み聞かせ等の読書活動親子読書週間10/22�～26�

旭幼稚園
�32－8532

小学校と合同の生活学習発表会（午前）生活・学習発表会11/４�

旭小学校卒業生の方に話をしていただいたり一緒
に昔の遊びを楽しんだりする活動（午後）ようこそ旭の先輩11/４�

年長児と小学２年生が一緒に行う芋掘り活動いもほりをしよう11/１�
市来幼稚園
�36－3188 未就園児とその保護者に日常の保育の様子を参観

してもらったり一緒に遊んだりする活動ともだちひろば11/７�

異年齢集団で、ゲストティーチャーを招き、一緒
に活動する集会活動さのさ集会Ⅲ11/７�

串木野小学校
�32－1738 多目的室にて、昨年の11月以降の子供たちの様子

を撮影した写真展を開催する行事校内写真展11／１�～７�
祝・土・日を除く

神村学園吹奏楽部による演奏会及びＰＴＡ主催の
ミニバザー

芸術鑑賞会・ＰＴＡミニ
バザー11/１�

照島小学校
�32－4446

地域の方々を指導者に招き、５年生が「縄づくり」
に挑戦する体験・ふれあい活動

地域の方々とのふれあい
活動11/１�

米づくりの体験活動を行っている５年生と米づく
り協力会の皆さんとの交流会

米づくり協力会の皆さん
との交流給食11/１�

授業参観、ふれあい給食、学校との懇談会公民館長・民生児童委員
との会11/１�

羽島小学校
�35－0009

児童の作文、習字、絵、工作等の展示児童作品の展示等11/１�～７�
祝・土・日を除く

校区内の高齢者を招き、昔の遊びを楽しむ活動高齢者とのふれあい活動11/５�
親子読書会の協力を得て、読書に親しむ活動羽島読書祭り11/６�
日頃の学習の成果を発表する活動学習発表会11/11�

ボランティアによる本の読み聞かせ等の読書活動
や読書集会の開催秋の読書月間10/22�

～11/22�

旭小学校
�32－1724

幼稚園保護者等とＰＴＡ会員及び児童が一緒に、
スポーツや昼食を楽しむ活動

ＰＴＡ幼稚園等との交流
会10/28�

幼稚園と合同の生活学習発表会（午前）生活・学習発表会11/４�

旭小学校卒業生の方に話をしていただいたり、一
緒に昔の遊びを楽しんだりする活動（午後）ようこそ旭の先輩11/４�

講師に広津先生（鹿女高・南高陸上部顧問を歴任）
を招き隣接二校と合同で行う教育講演会三校合同教育講演会11/２�

生福小学校
�32－3307

家庭教育学級生と児童とのバイキング給食バイキング給食11/６�

保護者や校区内の方々を招いての日頃の学習の成
果の発表学習発表会11/11�

神村学園吹奏楽部による演奏会いちょうの木コンサート11/11�

はしゃぐ声　元気なぼくたち　みせたいな
照島小学校　５年　有　村　克　健

思い出の　アルバムめくりに　来ませんか
市来中学校　２年　篠　原　由　香

「地域が育む『かごしまの教育』県民週間」標語作品展　入選作品

─地域が育む『かごしまの教育』県民週間（11月１日～７日）─
　11月１日から７日までの１週間は、「地域が育む『かごしまの教育』県民週間」です。この県民週間は、多くの
方に学校等で実施される行事に参加していただいたり、授業を見ていただいたりして、県民一人一人に鹿児島の教
育について考えていただく機会とするために実施されるものです。　
　本市においても、期間中は、市内すべての方が、全ての学校の授業を参観することができます。また、各幼・
小・中学校においては、授業参観以外に以下のような行事等が計画されていますので、隣近所お誘い合わせの上学
校へお越しください。
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行　　事　　内　　容行　　事　　名実施期日学校名・電話番号

各学級１～２回、農業や環境、校区の歴史等地域
の人材を活用した授業の公開地域を学ぶ授業11/１�～７�

祝・土・日を除く荒川小学校
�32－2010 講師を招いての校区の歴史についての講演会、交

流、史跡めぐり、及びバイキング給食
教育講演会（荒川の歴史）
並びに史跡めぐり11/６�

特認校制度や複式学級、少人数に関心のある子供
たちを対象に、一日体験入学を実施冠岳小学校一日体験入学10/31�

冠岳小学校
�32－2688

地域の方に校庭を開放し、グラウンドゴルフを子
供たちと一緒にする

学校校庭開放（グラウン
ドゴルフ）

11/１�～７�
祝・土・日を除く

講師に広津先生（鹿女高・南高陸上部顧問を歴任）
を招き隣接二校と合同で行う教育講演会三校合同教育講演会11/２�

児童の学習成果の発表とＰＴＡ、地域の方々の作
品展示

学習発表会、冠岳地域文
化祭（作品展示）11/４�

学校給食の啓発（保護者対象）バイキング給食11/９�

子供たちが普段の学習の成果を発表するととも
に、地域の方々も発表会を行うしおさいコンサート11/４�

土川小学校
�35－0016

地域の方に指導して頂き、わら草履を作るわら草履作り11/７�

地域の方に障害に負けずに前向きに生きる生き方
を話して頂く地域の方が先生11/７�

地域の方々を招き、一緒に給食を食べる給食試食会11/７�

２年生と１年生、幼稚園児、保護者との芋ほり活
動いもほりをしよう11/１�

市来小学校
�36－2006

４年生が校区内の高齢者を招き、昔の遊びやおや
つ作りを一緒に活動高齢者とのふれあい活動11/１�

校区の方々にも広く呼びかけ日頃の学習の成果を
発表する学習発表会11/10�

校区内の高齢者を招き、授業参観や餅つき・合同
給食・グランドゴルフなど一緒に楽しむ活動高齢者との活動11/１�

川上小学校
�36－2044

広く参観を呼びかけ、全学級同じ時間に道徳の授
業を実施する道徳の授業参観デー11/７�

日頃の学習の成果を発表したり、これまでに作成
した図画作品等を参観してもらう

川上フェスタ
（学習発表会）11/11�

文化祭を実施し、本校生徒の活動の様子を劇・合
唱・合奏などで紹介する行事第６１回文化祭11/２�串木野中学校

�32－1736

地域ごとに生徒指導関係のテーマに沿った話し合
い活動（19：00～）教育懇談会11/２�

串木野西中学校
�32－1744

舞台発表、展示発表、弁論大会等を行う校内文化祭11/９�

保護者、地域の方々を招き、文化祭を実施文化祭11/11�羽島中学校
�35－0015

校区内の高齢者を招き、昔の話を聞いたり、グラ
ンドゴルフを一緒に楽しんだりする高齢者とのふれあい教室10/18�

生冠中学校
�32－3377

講師に広津先生（鹿女高・南高陸上部顧問を歴任）
を招き隣接小と合同で行う教育講演会三校合同教育講演会11/２�

保護者や地域の方々を招き、日頃の学習成果や学
級単位等での舞台発表を行う校内文化祭11/14�

地域の有志を招いて、授業参観や給食の試食を通
じて、学校教育への理解を深めていただくオープンスクール11/２�

市来中学校
�36－2056 保護者や地域住民、近隣の小学校児童を招いて、

文化的な学習の成果を鑑賞・評価してもらう文化祭11/９�



１０

��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� � � � � �

市民の皆様が世論箱へ投書された貴重なご意見をいくつかご紹介します。

　【意見の概要】
　市立図書館について、学習室と閲覧室を分けてほしい。

　【回　答】
　　夏休みや休日は入館者が多く、同じフロアのため、利用者が落ち着いて学習できない時もありますが、

平日、特に午前中や夕方５時すぎからなどは、学習コーナーや一般閲覧コーナーでも学習に妨げにならな

いよう利用されている状況にあります。

　　ご要望の件につきましては、現状ではスペースに限りがあり、特別に分けることは困難です。

　　今後は、図書館利用者のマナー指導を徹底し、利用者のみなさんに気持よく過ごしていただける環境づ

くりに努めてまいります。〔文化振興課〕

　【意見の概要】
　　クリアボードのゴールのあるバスケットコートが、２面か３面とれるような大きな体育館を整備してほ

しい。

　【回　答】
　　現在、本市にはバスケットボールを楽しむことのできる体育館が３箇所あります。これらの体育館は、

いずれも最新の施設を備えたものではありませんが、床面の整備やバリアフリー化など、必要に応じて改

修をしてきているところです。

　　新しい大きな体育館の建設については、市の財政状況等を考慮しながら、今後も検討を続けてまいりま

す。〔市民スポーツ課〕

※市民の皆様からの貴重なご意見ありがとうございました。

　なお、住所・氏名等を記入されている方につきましては、郵送等で回答させていただきました。

社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員をををををををををををををををををををを装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装っっっっっっっっっっっっっっっっっっっったたたたたたたたたたたたたたたたたたたた不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話ににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててててててててて社会保険庁職員を装った不審電話について
商工観光課（�33－5638）

　社会保険庁職員を装い、現金自動預け払い機（ＡＴＭ）を操作させ、振込みを行わせるいわゆる「振り込め

詐欺」の被害が発生しております。

　社会保険事務所等が還付金等を支払う場合に、職員が直接電話で連絡して、ご本人からコンビニエンス

ストア等へ出向いていただき、ＡＴＭを操作していただくようにお願いすることはありません。

　社会保険庁の職員と名乗った電話や訪問で不審な点がありましたら、所属と氏名をご確認いただき、川内社

会保険事務所（�２２－５２７６）までご連絡願います。

　なお、社会保険庁の職員が訪問する際は、身分証明書を提示しますのでご確認願います。

　その他、消費生活でお困りの場合は、商工観光課消費生活相談員（�３３－５６３８）までご連絡ください。

� �������������������������������������������
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�����　「運営主体」
　都道府県単位ですべての市区町村が加入する広域連

合が運営主体（保険者）となり、市区町村は窓口業務

などを行います。

広域連合

●保険証の交付

●保険料の決定

●医療を受けた

ときの給付

�����　「加入者」
広域連合の区域内に住む･･･

　●７５歳以上の方

　●６５歳以上で寝たきりなどの一定の障害がある方

　　（広域連合の認定を受けた方。老人保健制度で認

定を受けている方は引き続き広域連合の認定を受

けたものとみなされる予定です。）

のすべての方が対象となります。

対象となる日

　●７５歳の誕生日当日

　●６５歳以上の方が寝たきりなどの認定を受けた日

�����　「保険証」
　後期高齢者医療制度では、独自の保険証が１人に１

枚交付されます。保険証には自己負担割合が記載され

ています。

　お医者さんにかかるときは必ず窓口に提示しましょ

う。

�����　「保険料」
●保険料は被保険者全員が納めます。

　老人保健制度では、被保険者が加入している医療保

険にそれぞれ保険税（料）を納付したり、健保などの

被扶養者は保険料負担がなかったりしましたが、後期

高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めるこ

とになります。

●保険料の決まり方

　保険料は、均等割額と所得割額を合計して、個人単

位で計算されます。均等割額と所得割率は、広域連合

ごとに決められます。

※賦課限度額が設けられています。

※それまで被扶養者だった人には軽減措置（２年間）

があります。

※所得が低い人には軽減措置があります。

●保険料の納め方

・年金が年額１８万円以上の方

　⇒保険料は年金からの天引き（特別徴収）

・年金が年額１８万円未満の方⇒個別に納付（普通徴収）

※介護保険料と合わせた保険料額が年金額の２分の１

を超える場合は、年金からの天引きの対象になら

ず、個別に納めます。

�����　「給付」
　後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるときは、

老人保健制度と同じようにかかった費用の１割、現役

並み所得者は３割を自己負担します。

●自己負担割合

　医療費が高額になったときの自己負担限度額や、入

院時食事代の標準負担額など、その他の給付について

も、老人保健制度と変わらず同様に設定されています。

「老人保健制度で医療を受けている方へ」「老人保健制度で医療を受けている方へ」
健康増進課（�33－5613）

○平成２０年４月１日から老人保健制度に代わって、新たに「後期高齢者医療制度」が創設されます。
　７５歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、新たに「後期高齢者医療制度」が創設
されることになりました。
　老人保健制度では、国保や健保などの医療保険に加入しながら老人保健制度の対象となっていましたが、後期高
齢者医療制度では、国保や健保などの医療保険をぬけて、後期高齢者医療制度に新たに加入することになります。

●後期高齢者医療制度のポイント

市区町村

●保険料の徴収

●申請や届け出の受付

●保険証の引き渡しなどの

窓口業務

誕生日が５月１日の方

▼

５月１日から適用

誕生日が５月１５日の方

▼

５月１５日から適用

例

被保険者１人当たりいくらと計算均等割額
保険料

被保険者の所得に応じて計算所得割額

１割一般・低所得者
３割現役並み所得者
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　「男女共同参画社会の実現」は21世紀のわが国社会を決定する最重要課題と位置づけられていますが、本市の
「男女共同参画」の現状をシリーズで紹介しています。
　ご紹介する内容は、男女共同参画に対する住民の意識や関心、家庭や職場などでの男女共同参画の状況などを
把握するために、「男女共同参画に関する住民意識調査」を実施し、その結果を今年３月にまとめたものです。ま
た、今年度は、この住民意識調査等の結果を基礎資料として「いちき串木野市男女共同参画プラン（仮称）」を
策定いたします。
（本調査は、20歳以上のいちき串木野市民2,000人を対象に平成18年９月に行いました。対象については、住民基
本台帳から無作為に抽出しました。）

３　少子化について
　�　子育てにおける住民同士の助け合い活動（複数回答）（N＝1,062）（問６）
　　　今後、子育てに対する地域社会の活動に参加しやすい活動として、「子育てに関する悩みを気軽に相談でき

るような活動」（54.2％）が最も多く、次いで「子育てをする親同士で話ができる仲間づくり活動」（52.4％）、
「不意の外出の時などに子どもを預かる活動」（39.3％）の順となっている。

　図：３－�

　�　子育て支援に関する考えについて（複数回答）（Ｎ=1,062)（問７）
　　　子育て支援について、男女とも「子育てや教育に係る経済的負担の軽減のための取り組みを充実すべきで

ある」が多く全体の５割を占めている。
　　　次に「子育てに対する不安や悩みを気軽に相談できる支援体制の整備を進めるべきである」、続いて男女で

考え方が分かれたが、男性は「保育所など地域における子育て支援サービスを充実するべきである」（44.2％）、
「安定した家庭を築くことができるよう就労の支援を進めるべきである」（43.3％）に対して、女性は「職場
における仕事と子育ての両立のための取り組みを充実すべきである」（41.9％）、「保育所など地域における子
育て支援サービスを充実するべきである」（41.0％）となっている。
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　図：３－�

４　老後の生活について
　�　自分が介護してもらいたい人（N＝1,062）（問８）
　　　全体でみると、「配偶者」（36.2％）が最も高く、次いで「病院や老人ホームなどの施設に入所する」（21.4％）・

「ホームヘルパー派遣など公的な在宅介護制度を利用する」（13.3％）の順となっている。
　　　男女別にみると、男性は「配偶者」（56.0％）と、女性（23.4％）の２倍以上になっている。
　　　一方、女性では「病院や老人ホームなどの施設に入所する」（25.7％）が最も多く、また、「娘」とする割

合が17.0％と男性（6.0％）に比べ多くなっている。

　図：４－�
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１０月７日、市多目的グラウンドで第２回いちき串木野市市民体育大会が開催されました。

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢブブブブブブブブブブロロロロロロロロロロッッッッッッッッッックククククククククク優優優優優優優優優優勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝 照照照照照照照照照照島島島島島島島島島島地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区ブロック優勝　照島地区ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡブブブブブブブブブブロロロロロロロロロロッッッッッッッッッックククククククククク優優優優優優優優優優勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝 生生生生生生生生生生福福福福福福福福福福地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区ブロック優勝　生福地区

平成１９年度いちき串木野市体育協会賞（※敬称略）

文部科学大臣表彰
　市民体育大会で、文部科学大臣
表彰（生涯スポーツ優良団体表彰）
の伝達式が行われました。
　受賞したのは、いちき串木野市
バスケットボール協会で、第３２回
と歴史のある市バスケット選手権
大会をはじめ、市中学生大会など
を開催し、市内バスケットボール
競技の普及振興や市民の健康保持
増進に努めていることなどが認め
られたものです。

体育功労賞

被表彰者名推薦競技団体名
中塩屋　弘グラウンドゴルフ協会
木塲　卓二バレーボール協会
犬童　憲孝陸 上 競 技 協 会
徳重　和彦〃
栢木　裕子ソフトボール協会
平石　英明スポーツ少年団本部

優秀選手賞

被表彰者名推薦競技団体名
口ノ町祐智剣 道 連 盟
�田　藏人弓 道 連 盟
瀬戸口健太陸 上 競 技 協 会
赤�　康久〃
久松　未季小 学 校 体 育 連 盟
坂口　久男銃 剣 道
久保静玲奈スポーツ少年団本部
新村　有紀〃
永井彩也佳〃
日�　愛那〃
福満　　賢〃

優秀団体賞

被表彰者名推薦競技団体名
市来プレミアム
サッカークラブサ ッ カ ー 協 会

神村学園中等部
女子サッカー部中 学 校 体 育 連 盟

神村学園中等部
女子ソフトボール部〃

くしきの
フライデーズバスケットボール協会

感謝状

被表彰者名推薦競技団体名

萩之内勝子体 育 指 導 委 員
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●成績

第８位第７位第６位第５位第４位第３位準優勝優勝ブロック

川　北本　浦－
中　央

上　名大　原羽島・土川生　福Ａ
湊

湊　町荒　川冠　岳川　上川　南野　平旭照　島Ｂ

※躍進賞　Ａブロック～大原地区　・　Ｂブロック～野平地区

願船寺保育園園児による親子遊戯

市来小児童による金管バンド演奏

ホールインとまり

マグロ釣りレース 太極拳演舞 マスゲーム

玉入れ ボウリング大会 年代別地区対抗総合リレー

恋のシーソーゲーム 心一つに ザ・ツナ

選手宣誓



市民ツアー in 甑島
　８月５日・６日、市民ツアーが開催され、２１人の市
民が参加されました。これは、市民の皆様に観光地を
訪れていただく機会をと企画したもので、本市との経
済・人的交流も活発で、串木野新港から航路も発着し
ている「甑島」を訪れました。
　ほとんどの参加者が初めて甑島を訪れる方々で、か
のこ百合やナポレオン岩、藺牟田瀬戸海峡などの景勝
地や、本市の特産品の焼酎やつけあげにも使用されて
いる、話題のこしき海洋深層水を作っている工場で塩
づくり体験などを満喫され、「風光明媚な甑島に感動
した」「次は家族や友人とぜひ来てみたい」などの感想
が寄せられました。

２,０００匹のマグロ水揚げ
　９月１４日、串木野新港で、平成１７年末以来１年９ヶ
月ぶりにマグロが水揚げされました。
　水揚げされたのは、島平第一漁業生産組合のマグロ
船２隻が、西大西洋で捕獲したメバチマグロやキハダ
マグロ約２,０００匹で、重量は約６５トン。
　クレーンで次々とつり上げられたマグロは、トラッ
クに積み込まれ、県内を中心に九州各地に出荷されま
した。

１６

串木野黒潮創立３０周年
　９月８日、シーサイドガーデンさのさで、串木野黒
潮の歴代の指導者やＯＢなど２６０人が出席し、「串木野
黒潮創立３０周年記念祝賀会」が開催されました。
　同団は、九州硬式少年野球協会南部地区連盟に所属
し、県内でも強豪チームとして知られています。現在
は、小学生１３人・中学生２５人が日々練習に励んでおり、
今後もより一層の活躍が期待されています。
　なお、この祝賀会に寄せられた地元内外の企業や個
人からの協賛金や会費の一部を市教育委員会に寄付さ
れました。

市品評会・地区共進会
　８月２２日、野元家畜市場跡地で「平成１９年度いちき
串木野市畜産品評会」が開催されました。
・最優秀賞１席
　　　　第１部若雌　　はぎゆり号　萩元豊子
　　　　第２部若雌　　みさこ５号　市来農芸高校
　　　　第３部若雌　　ななこ号　　中薗晃
　　　　第４部粗飼料　中島純吉
・グランドチャンピオン賞　みさこ５号　市来農芸高校
　また、９月４日、鹿児島中央家畜市場で「鹿児島中
央地区秋季畜産共進会」が開催され、本市から１１頭が
出品されました。
　なお、９月２８日に姶良家畜市場で県共進会が開催さ
れ、本市から市来農芸高校所有の「みさこ５号」が地
区代表として出場し、優秀な成績を収めました。
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県石油コンビナート等総合防災訓練
　９月２７日、串木野国家石油備蓄基地で、基地の職員
のほか、警察や消防など１２の機関から約２００人が参加
し、「平成１９年度鹿児島県石油コンビナート等総合防
災訓練」が実施されました。
　訓練は、「強い地震による油漏れで火災が発生した」
という想定で、油の流出を防ぐための土のう構築のほ
か、化学消防車などによる消火延焼防止訓練や県の消
防防災ヘリコプターでけが人を搬送する救急搬送訓練
などが行われました。

手縫い雑巾のプレゼント
　９月５日、市来商工会女性部（徳重惠美子部長、部
員４１人）の皆さんから、市来地域の幼稚園と小・中学
校へ手縫い雑巾が届けられました。
　これは、部員の皆さんが心を込めて縫ってくださる
雑巾を、地域への奉仕活動の一環として、毎年プレゼ
ントしてくださるものです。
　ありがとうございました。

虫　追　踊
　９月２３日、大里地区で虫追踊（市指定無形民俗文化
財）が行われました。
　踊り子たちは、鉦や太鼓を奏でながら、リズミカルで
華やかな踊りを奉納し、観衆の心を弾ませていました。

先輩から図書の寄付
　９月２８日、冠岳小学校に書架一式と２３４冊の本が贈
呈されました。寄付されたのは、昭和１７年度に同小学
校を卒業された春田一夫さんです。
　春田さんは、苦学の末に法律の博士号を取得され、
九州国際大学の学長をされた後、本市に帰郷し現在弁
護士として活躍されています。
　贈呈式では、「沢山の本を読み、人として何が正しく
何が正しくないことなのかしっかり判断できる人に
なってください。」と言葉を添えられました。
　子どもたちは、待ちに待った「春田文庫」の本を手
にとりとても嬉しそうでした。

交通安全フェア
　９月２３日、串木野自動車教習所で「交通安全フェア
in串木野」が開催されました。
　当日は、「第４回いちき串木野地区安全運転技能オ
リンピック」や「バイク＆自転車トライアル実演」な
どが行われたほか、近隣の高校紹介やフリーマーケッ
トなどのブースも設けられ、会場は大いに賑わってい
ました。



すこやかおせんしのスポーツ大会
　９月２８日、多目的グラウンドですこやかおせんしの
スポーツ大会が開催されました。
　この大会は、高齢者クラブに加入している方が参加
しており、今年は、５１４人の参加者がスポーツを通して
親睦を深めました。
　結果は、次のとおりです。
●優　勝　中央地区
●準優勝　大里地区
●第３位　上名地区

１８

第２回 市剣道選手権大会
　９月２日、神村学園体育館で第２回いちき串木野市
剣道選手権大会が開催されました。
　各種目の１位は次のとおりです。（敬称略）
●小学校１・２年の部　知屋城　潤
●小学校３・４年の部　赤崎　正和
●小学校５・６年の部　知屋城拓哉
●中 学 校 男 子 の 部　口ノ町祐智
●中 学 校 女 子 の 部　木原加奈絵
●高 校 生 男 子 の 部　口ノ町亮智
●高 校 生 女 子 の 部　吉冨　詩織
●団体戦（地区別対抗）上名地区Ａ

第１回　会長旗争奪軟式野球大会
　９月２日、多目的グラウンドで第１回会長旗争奪軟
式野球大会が開催され、参加した7チームは熱戦を繰
り広げました。結果は、次のとおりです。
●優　勝　市役所
●準優勝　ちかびスターズ

第５５回　串木野弓道大会
　９月２４日、串木野弓道場で第５５回串木野弓道大会が
開催されました。
　本市の主な成績は、次のとおりです。（敬称略）
【団体の部】●高校の部
　　　　　　　優　勝　神村学園Ｃ
【個人の部】●一般（女子）の部
　　　　　　　第３位　橋口　聡子（串木野Ｆ）

●高校の部
　　　　　　　優　勝　大迫奈留美（神村学園）
　　　　　　　準優勝　新保　由依（神村学園）
　　　　　　　第３位　橋元　里奈（神村学園）

全国大会で快挙！
　９月２３日から２５日にかけて神宮弓道場（三重県）で
開催された「第４０回全日本女子弓道選手権大会」に、
大久保吉江さん（錬士六段）が、九州ブロック代表と
して出場されました。
　大久保さんは、全国最高レベルの選手たちが競う
中、日頃の修練の成果を存分に発揮され、見事２位入
賞を果たされました。
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　不規則で栄養バランスのよくない食事、慢性的な運
動不足、こんな生活習慣に心あたりがあるあなたは、
もしかすると糖尿病予備軍かもしれません。現在、40
歳以上の４人に１人は糖尿病が疑われます。糖尿病の
初期は自覚症状がありませんが、放置すると、様々な
合併症をまねく病気です。
　今回、糖尿病が心配な方の健康相談を実施します。
食事や日常生活について保健師、栄養士が個別に相談
に応じます。
　自分の生活習慣について見直す機会でもあります。
ぜひご参加ください。
●日　時　11月12日�、11月26日�　９：００～１６：００
●場　所　串木野健康増進センター　１階ホール
　　　　　（新生町183番地３）
●内　容　検尿、体重・体脂肪測定、血圧測定、栄養

相談等
　※通常の定期健康相談も実施します。

　「環境中たばこ煙」という言葉をご存知ですか？たば
こを吸っている人が吐き出す煙（主流煙）と、たばこ
の先から立ち上がっている煙（副流煙）をあわせてこ
う呼びます。たばこは吸っている本人の健康を損ねる
だけでなく、周囲の人にも悪影響を及ぼします。
　健康のために禁煙に挑戦してみてはいかがですか。

　県では、11月を「不法投棄防止強化月間」とし、不
法投棄の根絶とその意識の高揚を図ることを目的とし
て実施されます。
　伊集院保健所管内でも産業廃棄物等不法投棄対策連
絡会議を組織し、不法投棄の防止や産業廃棄物等の適
正処理推進に取り組んでいます。
　住民の皆様には、不法投棄が「犯罪である」という

� �������������
認識をこの機会により深めていただき、不法投棄の根
絶へ向け「不法投棄をしない・させない地域づくり」
への取組とご協力をお願いします。

　現在、市有墓地（木原・野元墓地）を使用の方で、
次のような方は、手続きをしていただきますようお願
いします。
●　墓地の名義（使用権者又は管理者）が、死亡され
た方等の名義のままになっていませんか？

　　　　　　　　　　　　　（墓地使用継承の手続き）
●　使用する予定で、使用権を得ているが、使用権を得
てすでに２年が経過し、今後も直ぐに使用予定がない。
●　お骨は、他の霊園やお寺に移し改葬したが、まだ
墓石は墓地にそのままである。（墓地の返還手続き）

○　墓地の名義変更の手続きをされずにそのまま使用
されますと、やがてその墓地の使用権がだれのもの
か分からなくなり、後に大変面倒な手続きが必要に
なる事があります。

　　また、使用する予定がないのにそのままにしてお
いたり、墓石をそのままにしておく事は、次に使用
したい人が使えなかったり、雑草木が繁ったり、ご
みの不法投棄場所になったり、周辺の利用者に大変
迷惑になります。

※　手続きは、生活環境課（串木野庁舎）の窓口で印鑑
（認印）をご持参いただければできます。

●日　　時　11月13日�　10：00～15：00
●場　　所　山形屋デパート１号館７階「１号社交室」
　　　　　　（鹿児島市金生町３－１）
●相談内容　交通事故による損害賠償、土地建物の売

買・譲渡、金銭の貸借、土地の境界等を
めぐる民事上のもめごとや、婚姻、離婚、
夫婦関係、親子関係、扶養、相続等に関
する家族、親族間のもめごとなどについ
ての調停手続の利用に関して無料で相談
に応じます。相談者の秘密は固く守られ
ます。なお、予約制ではありませんの
で、直接会場で受付をします。

●主　　催　鹿児島調停協会連合会
●後　　援　鹿児島地方裁判所、鹿児島家庭裁判所
●担 当 者　民事調停委員、家事調停委員
●問 合 せ　鹿児島調停協会連合会
　　　　　　（鹿児島市山下町13－47鹿児島家庭裁判所内
　　　　　　�099－222－7121　内線4550又は4612）

���������������������������������������������������������������������������

糖尿病が心配な方の健康相談を実施します
串木野健康増進センター（�33－3450）

保健・衛生・福祉

１１月は「不法投棄防止強化月間」です
生活環境課（�33－5614）

募集・催し

禁煙でこうかわります！ 

咳や痰が 
でなくなる 

目覚めが 
スッキリ 
する　　 

肩こりが 
楽になる 

肌が 
白くなる 

味覚が 
敏感になる 

たばこの煙を吸わないで！
健康増進課（�33－5613）

木原・野元墓地を使用している方へ
生活環境課（�33－5614）

無料調停相談会のお知らせ
串木野庁舎市民課（�33－5611）・市来庁舎市民課（�21－5114）

　12月開催予定の「チルドレンフェスティバル」の
スタッフと出演者を募集しています。
　小学生・中学生・高校生のみなさん、子どもたちに
よる子どもたちのための文化祭に参加しませんか？
　お申し込みは、お早めに文化振興課（中央公民館
内）までお願いします。

�
�����

�������	
��
文化振興課（�33－5654）



　平成19年度いちき串木野市文化祭芸能発表を市民文化センターにおいて下記のとおり開催します。入場は無料
です。多数のご来場をお願いします。

◆１１月３日�　９：１５～１６：００
【午前の部［予定］】
　①オープニング　　　　②五つ太鼓　鼓響舞　　　
　③奄美三味線同好会　　④日本舞踊　ちどり会
　⑤串木野民謡同好会
　⑥日本舞踊　新流派　優扇流　
　⑦シルバー音楽教室　　⑧市来渚ハーモニカクラブ
　⑨荒川民謡　　　　　　⑩日向ひょっとこ踊り　　
　⑪奄美島唄会
【午後の部［予定］】
　①琴城流大正琴琴俊会
　②�詩吟朗詠錦城会市来道場
　③ハナレイ･ホク･フラヒロコ
　④日本民踊　白萩会　萩和会　中央地区婦人学級民

踊教室　照島地区婦人学級民踊教室　市来民踊自
主講座

　⑤日本舞踊　丈の会
　⑥本浦地区婦人学級民謡教室　　⑦大原民謡教室
　⑧日本舞踊　恵会　　⑨レイモミ市来・串木野
　⑩日本舞踊　寿々英同好会
　⑪フラメンコ　ボニータ

【講座案内】

【募集要項】
●対　象　市内に居住又は、勤務している女性を優先し、男性の方も受講できます。
●受講料　無料（ただし材料費実費負担）
●申込み　11月２日�までに、来館又は電話で働く女性の家へ申込みください。

� ���������
　　　　　（受付時間：火曜～土曜、9：00～17：00、月曜日は休館。※定員になり次第締め切ります。）
★託　児　昼間の講座については、託児をします。
　　　　　（満２歳以上～未就学児、申込み時に届出をしてください。）
※申込みが著しく少ない講座は開講しない場合があります。
＜自主グループ生募集＞
　　働く女性の家では、定期講座の他に、趣味教養、健康増進関係等たくさんの自主グループが活動をしていま
す。新規入会者を募集していますので入会希望の方は、働く女性の家へお問い合わせください。

働く女性の家『年末講座』受講生募集
働く女性の家（�32－7130）

いちき串木野市文化祭［芸能部門］プログラム
文化振興課（�33－5650）

２０

講　座　内　容 （用意するもの）回数定員時 間期　日講 座 名
台紙の型にあわせて綿を入れ、布でくるみ立体感を出して作
る押し絵で、来年の干支『子』を作ります。
（はさみ、のり、ボンド、手ふき）

３回20人９：30～
　11：30

11月９・16
　30日�干支の押し絵

雪が積もった「まき」をイメージしたかわいいクリスマスの
ケーキ、ビュッシュドノエルを作ります。
（エプロン、三角巾）

１回20人９：30～
　12：0011月24日�ク リ ス マ ス

ケ ー キ 作 り

おせち料理を簡単においしく作るコツや、迎春の膳のおしゃ
れな盛り付けを学びましょう。(エプロン、三角巾）

１回20人９：30～
　13：0012月８日�簡単おせち作り

玄関や居間に新春を祝う花をいけましょう。
（花ばさみ、剣山）

１回15人10：00～
　11：3012月26日�正月のいけ花

新春を祝う華やかな和風のフラワーアレンジメント。
（花ばさみ）

１回20人19：00～
　21：0012月26日�迎春のフラワー

アレンジメント

◆１１月４日�　９：１５～１６：３５
【午前の部［予定］】
　①琴　生田流　　②日本舞踊　錦生流
　③日本舞踊　藤川流　　④日本舞踊　木ノ花流
　⑤日本舞踊　花柳流　千代々会
　⑥正調五つ太鼓　小牟田流　　⑦日本舞踊　萩乃会
【午後の部［予定］】
　①三味線　豊三会
　②日高千代子バレエスタジオ
　　（働く女性の家バレエグループ風舞）
　③女声合唱団コールあじさい
　④詩吟・詩舞　錦城流　串木野支部
　⑤五つ太鼓　可愛山太鼓　昌龍会
　⑥日本舞踊　花柳流　青林会
　⑦日本舞踊　荻生流　荻の会
　⑧日本舞踊　松本流　翠松会
　⑨日本舞踊　藤間流　鶴豊社中
　⑩日本舞踊　藤間流　美知絵会
　⑪フラダンス　レア・さくら
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　市では、本年度、県・市・JA・南薩農業共済組合に
よる「いちき串木野市担い手育成総合支援協議会」を
設立しました。これを軸として認定農業者等担い手農
家への支援を行っていきますが、今回この会による就
農・経営診断会を下記のとおり実施いたします。新し
く就農を考えている方はもちろん、認定農業者になり
たい方（年齢の上限はありません）や、現在認定農業
者で経営診断を希望される方など、さまざまな相談に
応じますので、ご希望の方はぜひご参加ください。
●日　時　11月６日�　13：30～16：00
●場　所　串木野庁舎　２階会議室
※参加希望の方は11月２日�までに協議会事務局（農
政課農林係）までご連絡ください。

　いちき串木野市身体障害者協会では、第２回いちき
串木野市身体障害者協会運動会を開催します。
　協会員でない身体障害者の方も自由に参加できます
ので、参加を希望される方は10月26日�までに福祉課
へご連絡ください。多数の参加をお待ちしております。
●日　時　10月28日�　９：00～
●場　所　串木野体育センター（シーサイドガーデン

さのさ前）
　　　　　※体育館シューズ持参

　障害者スポーツの振興を図り、障害者の健康の維持
増進に寄与するために、地域において障害者スポーツ
の指導、普及に携わる(財)日本障害者スポーツ協会公
認初級スポーツ指導員の養成講習会が開催されます。
　受講を希望される方は10月26日�までに福祉課また
は、健康福祉課へご連絡ください。
●申込締切日　10月29日�
　※申込用紙は福祉課・健康福祉課にあります。
●受講対象者
　◎18歳以上の者で、地域においてスポーツ・レクリ

エーション活動に従事し、今後の障害者スポーツ
の振興に貢献する意欲のある者。

　◎講習会の全日程を受講し、講習会終了後、	日本
障害者スポーツ協会に公認指導者申請を行う意思
のある者。

●講習会日時　11月23日�・24日�【前期】
          　　　　12月１日�・２日�【後期】
●会　　　場　ハートピアかごしま〔多目的ホール・

体育館（１Ｆ）・グラウンド〕
●定　　　員　４０人（申込者多数の場合は抽選）
●費　　　用　受講決定後、申請料5,000円及び登録費

用3,500円を納付

　誰でも気軽にできるスポーツを通して、体力づく
り・仲間づくりを行いませんか。
●募集対象　市内に居住する小学３年生以上の小中学

生（保護者の承諾が必要です。）
●期　　間　11月24日～２月23日　計８回程度
　　　　　　土曜日の13：30～15：30
●場　　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
●募集定員　３０人（定員になり次第締切）
●参 加 料　スポーツ保険５００円
●活動内容　ニュースポーツ等
●申込方法　11月16日�まで（期日厳守）にＢ＆Ｇ海

洋センター体育館へ（申込書はＢ＆Ｇ海
洋センター体育館にあります。）

●問 合 せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

　いちき串木野地区交通安全協会主催による交通安全
法令講習会が開催されます。
　ドライバー、高齢者など地域住民の方々を対象に交
通ルール、マナー、道路の正しい歩き方などについて
の講習会です。
　多数のご参加をお願いします。
★期日・会場

※講習会開会時間につきましては、全会場19：30からです。

就農・経営診断相談会のお知らせ
農政課（�33－5635）

Ｂ＆Ｇ少年少女スポーツ教室参加者の募集
Ｂ＆Ｇ海洋センター（�32－8994）

平成１９年度鹿児島県障害者スポーツ指導員
養成講習会について

福祉課（�33－5619）・健康福祉課（�21－5117）

交通安全法令講習会の開催
自治振興課（�33－5632）

第２回いちき串木野市
身体障害者協会運動会について

福祉課（�33－5619）

講　習　会　場期　　日
羽島コミュニティセンター10月22日�
旭コミュニティセンター10月23日�
いちき串木野地区交通安全協会10月24日�
川北地区公民館10月25日

市来地域公民館10月26日�
川上ふれあい館10月29日�

そ　の　他
１０月の市税・介護保険料の納期

税務課（�３３－５６１５）

　納期限内の納付にご協力ください。
　口座振替日は、１０月２５日です。口座振替の方は、
預金残高のご確認をお願いします。なお、口座振替
の手続きは、お近くの金融機関に納付書・通帳・印
鑑をご持参のうえ、お手続きください。

身のまわり　役立っている　私たちの税

　（平成18年度「税に関する作品」より）

１０月３１日
国民健康保険税　第４期

介護保険料　　　第４期



　みなさま、電子証明書をご存知ですか？
　電子証明書は、住民が安心してインターネットを通
じて国や地方の行政機関が行う電子申請・届出等の行
政サービスを受けるために利用するもので、個人向け
の電子証明書は、地方公共団体による「公的個人認証
サービス」にて発行されています。
　この電子証明書については、平成19年度税制改正
で、取得促進を目的として、電子証明書を有する個人
の電子申告に係る所得税額の特別控除制度が創設され
ました。
　これは、e-Tax（国税電子申告・納税システム）を
利用して平成19年分又は20年分（いずれか1回）の所得
税の確定申告書を申告期限（平成19年分は平成20年３
月17日、平成20年分は平成21年３月16日）までに提出
する際に、併せて本人の電子署名と電子証明書とを送
信した場合には、所得税額から5,000円（その年分の所
得税額を限度）を控除できるというものです。
　この機会に電子証明書とICカードリーダライタを
取得して、ご利用されてはいかがですか？
　なお、確定申告時期が近づくと、市区町村の窓口が
混み合う場合がありますので、電子証明書の取得はお
早めにお願いします。
○電子証明書の取得～住民票のある市区町村の窓口で
住民基本台帳カード（住基カード）を入手し、申請
書等を提出して取得できます。

　（発行手数料として、住基カードは500円、電子証明
書は500円が必要）

○ICカードリーダライタの入手～家電量販店やイン
ターネット販売で購入できます。

■詳細な情報については、次のホームページをご覧く
ださい。

【住基カード】
　http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/juki_card.html
【電子証明書（公的個人認証サービス）】
　http://www.jpki.go.jp/index.html
【ICカードリーダライタ】
　http://www.jpki-rw.jp/
【e-Tax（国税電子申告・納税システム）】
　http://www.e-tax.nta.go.jp/

「県民一人一文化芸術」に親しみましょう
～１１月は「文化芸術に親しむ月間」です。～
　文化芸術には、感性に訴え、人々に感動を与え、創
造や表現へと向かわせる力があります。心身の健康に
寄与するものであることも科学的に検証されるように
なってきました。
　また、文化芸術活動は観光資源となったり産業と結
びついて経済を活性化させたりするなど、文化芸術に
は魅力ある社会づくりを推進する力があります。
　この期間をきっかけに、日常生活の中で文化芸術の
創作活動を始めてみませんか。また、身近な文化祭や
展覧会などを鑑賞してみませんか。 

相談はいっさい無料です。お気軽にご相談ください。
秘密は厳守されます。

※法律相談を希望される方は社会福祉協議会に予約し
てください。（受付人員７人）　他の相談は予約はいり
ません。その他お問い合わせは、社会福祉協議会へ。

電子証明書の取得はお早めに
串木野庁舎市民課（�33－5611）・市来庁舎市民課（�21－5114）

早期転換・再挑戦支援窓口のご案内
商工観光課（�33－5638）

１１月の心配ごと相談
社会福祉協議会（�３２－３１８３）

相　談　員

相　談　日

相談種別
相談場所
及び
相談時間 ３０日２２日１６日９日２日

金木金金金

心配ごと相談員○○○○○生活・福祉
児 童 相 談

串木野高齢者
福祉センター
９：00～12：00

看護師経験者－－－○－健康・介護
相 談

社会保険労務士－○○－○年金・保険
交通事故相談

司 法 書 士
土地家屋調査士－○○－○財産・登記

相 談

税 理 士－－－○－税金・経営
相 談

弁 護 士－－－○－法 律 相 談

心配ごと相談員

－－２０日１３日６日
生活・福祉
相 談

市 来 高 齢 者
福祉センター
10：00～12：00

－－火火火

－－○○○

住　　所年　齢故　　人

下　名79中　嶋　政　明
東島平町79須　�　謙　三
下　名81荒　原　サ　ヱ
荒　川92宮　地　アイ子
旭　町86下醉尾　慶　次
春日町76長　　　親　志
下　名95竹之下　秀　夫
湊　町71上　原　末　代
上　名71入　枝　キ　ミ
下　名67中　島　義　人

薩摩川内市76脇　　　キミ子
大　里78川　畑　利　已
大原町100福　 　フ　ヂ
日出町87中　尾　秀　夫
桜　町79星　原　フチ子
上　名85國　料　ア　キ
上　名95今　藤　ノ　ブ
旭　町78池　田　益　子
湊　町82久　保　テ　イ
湊　町67熊　谷　直　靖
冠　嶽71岩　下　佐千雄
島根県22坂　口　竜　一
荒　川77冨　宿　　　利
下　名91大六野　畩　 
本浜町69南　新　綾　子
桜　町75山之内　郁　子

おくやみ（８・９月届出分）

（届出人が同意した方を掲載してあります。）
※市社会福祉協議会へ香典返しにかえて寄付をいただきました
方々については、「いちき串木野市社協だより」に掲載します。

２２



　　期　間：１０月２７日�～11月９日�
【 標　語 】　　

　　　　　君と読みたい
　　本がある　

《《館内おはなし教室》》
　☆日　時：１１月３日�　1５：00～
　☆日　時：１１月１６日�　1６：00～
　☆内　容：読み聞かせ・シアター・折り紙等

《《市来分館おはなし会》》
　☆日　時：１１月１０日�　10：00～
　　　　　　★ボランティアグループ『たんぽぽの

会』のおはなし会です。
　☆日　時：１１月2４日�　11：00～

本も友だち読書感想文・感想画展
開　催　中

　市内小・中学校の児童生徒の読書感想文と感想画
の作品展を只今開催しております。

〔１０/１６～２２〕
　　いちきアクアホールロビー

〔１０/２３～３０〕
　　市立図書館本館ロビー

☆★１１月の移動図書館巡回日程★☆

※サービスステーション（到着予定時）は、『広報い
ちき串木野６/20号』に掲載してあります。

　詳しくは、市立図書館（�33－5655）へお尋ねく
ださい。

� � � � � �

� �������������������������������������������

���������	�
�����������	�
�� ９月届出分９月届出分

住　所保　護　者子どもの名前住　所保　護　者子どもの名前

緑　　町大　　輝中　村　 羚 　
�

 � 
�

東塩田町眞　　一隈　元　 心　吟 
�����

下　　名照　　士東 戸　 煌 　 士 
��� �

湊　　町貴　　吉紙　屋　 瑛 　 次 
��� �

上　　名敏　　郎入　枝　 姫  奈  子 
�����

塩 屋 町俊　　治山　下　 心　愛 
�����

大　　里浩　　二重　森　　　 瞳 
���

羽　　島竜　　一室　園　 青 　 空 
�� �

出生届の届出期間は、生まれた日から１４日以内
※持参するもの　●出生届（出生証明書）１通
●母子健康手帳　●国民健康保険証（加入者のみ）
●印鑑（届出人のもの）（届出人が同意した方を掲載してあります。）

北 浜 町弘　　満船　蔵　 虎 　 鉄 
�� ��

小 瀬 町一　　貴栗　元　 姫 　 來 
�� �

巡回日コース巡回日コース

１１月１５日�６コース１１月６日�１コース

１１月２０日�７コース１１月７日�２コース

１１月２１日�８コース１１月８日�３コース

１１月２２日�９コース１１月１３日�４コース

１１月３０日�１０コース１１月１４日�５コース

５�・１２�・１８�・２６�
火～金： ９：００～１９：００

 土・日・第３月： ９：００～１７：００

市立図書館・市来分館
１１月の休館日

２３
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「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。
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ち
 き

 ゅ う に や さ し い
 

みどりをまもる
２４

���������	
�
　　　　　　　　　　　シリーズ�

「冠岳・冠岳花川砂防公園」の紹介
　冠岳は今から約２２００年前、中国の秦の始皇帝から「不老不死の仙薬を求

めよ」との命を受けた方士の徐福が冠岳を訪れ、その景色のすばらしさに、

自らの冠を解いて頂上に捧げました。そのことから、冠岳と呼ぶように

なったとの説があります。

  また、冠岳花川砂防公園では毎年１１月２３日（勤労感謝の日）に「かんむ

りだけ山市」が行なわれ、地元の農産物や特産品等の販売やステージイベ

ントがあり、多くの来場客でにぎわいます。

　家族や友人同士で『いきいきバス』を使って、秋の冠岳を見に行かれて

はいかがでしょうか。ご利用をお願い致します。

　　いきいきバス【冠嶽園入口】【冠嶽園】【徐福像】停留所時刻案内

●問合せ先　串木野庁舎　商工観光課　�３３－５６３８

（日曜日）（火・木・土）

串木野駅
１０：０５
１１：５７
１４：４６
１６：０８

→冠嶽園入口
８：４８
１１：０１
１４：０２
１５：４５

→宇都
８：４３
１０：５６
１３：５７
１５：４０

→冠嶽園入口
８：３８
１０：５１
１３：５２
１５：３５

→串木野駅
８：１５
１０：０５
１３：２９
１４：５５

串木野駅
１０：３４
１３：０４
１６：３４
１９：０４

→冠嶽園【停車時間有り】
１０：０３
１２：３３
１６：０３
１８：３３

→徐福像（停車時間有り）
９：３５
１２：０５
１５：３５
１８：０５

→市来駅
８：５５
１１：２５
１４：５５
１７：２５

→串木野駅
８：１０
１０：４０
１４：１０
１６：４０

紙屋　 瑛  次 ちゃん
えい じ

（湊町）

たくましく育ってね。
母：真美さん

（９月届出分）

隈元　 心吟 ちゃん
ここえ

（東塩田町）

元気にすくすく育ってね。
　父：眞一さん


